
 

 

京 都 大 学 防 火 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 

第２条  

２～３  

４ この規程において「本部構内等」とは、本部構

内、北部構内、吉田南構内、医学部構内、病院構

内、宇治キャンパス及び桂キャンパスをいう。 

 

５ この規程において「吉田キャンパス」とは、本

部構内、北部構内、吉田南構内及び医学部構内を

いう。 

 （中 略） 

第１５条 火災の初期の段階における消火活動、消

防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その

他の火災の被害の軽減に関し必要な業務を行わ

せるため、吉田キャンパス、病院構内、宇治キャ

ンパス及び桂キャンパスに、それぞれ自衛消防隊

を置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～６ （略） 

第１５条の２ 前条に定めるキャンパス及び構内

以外の敷地においても、必要に応じて自衛消防隊

又はこれに代わる組織を設置するものとする。 

 （後 略） 

 

 

 

 

第２条  

２～３  

４ この規程において「本部構内等」とは、本部構

内、北部構内、吉田南構内、医学部構内、病院東

構内、病院西構内、宇治キャンパス及び桂キャン

パスをいう。 

 

 

 

 

第１５条 火災の初期の段階における消火活動、消

防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その

他の火災の被害の軽減に関し必要な業務を行わ

せるため、本部構内等に次表のとおり自衛消防隊

を置く。 

 

名 称 所掌範囲 

吉田キャンパス東部自

衛消防隊 

本部構内、北部構内、

吉田南構内 

吉田キャンパス西部自

衛消防隊 

医学部構内、病院東構

内、病院西構内 

宇治キャンパス自衛消

防隊 

宇治キャンパス 

桂キャンパス自衛消防 

隊 

桂キャンパス 

２～６ （同 左） 

第１５条の２ 本部構内等以外の敷地においても、

必要に応じて自衛消防隊又はこれに代わる組織

を設置するものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２９年７月２５日から施行する。 

  

（略） （同 左） 


